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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

構成市町：１市３町（長井市、白鷹町、飯豊町、小国町） 

面  積：1,439.58km2（平成19年10月1日） 

人  口：64,229人（平成20年10月1日現在） 

地域指定：過疎地域: 白鷹町、飯豊町、小国町 

豪雪地域：長井市、白鷹町、飯豊町、小国町 

山村地域：白鷹町、飯豊町、小国町 

  （内訳） 

市町名 長井市 白鷹町 飯豊町 小国町 

面積(km2) 214.69 157.74 329.60 737.55 

人口(人) 30,090 16,215 8,520 9,404 

(2) 計画期間 

本計画は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間を計画期間とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直

すものとする。 

(3) 基本的な方向 

置賜地域は、山形県の南部に位置する 3市 5町（米沢市、南陽市、長井市、高畠町、

川西町、白鷹町、飯豊町、小国町）の区域の総称である。 

置賜広域行政事務組合は、置賜地域の3市5町で構成されていますが、本計画において

は、長井クリーンセンターの処理対象区域となっている長井市、白鷹町、飯豊町、小国

町の1市3町を計画対象区域とする。 
置賜地域は、日本三大急流である最上川上流域に当り、最上川へ合流する置賜白川、

置賜野川、鬼面川、吉野川のほか、大小数々の河川がある。小国町の横川、玉川等の河

川は最上川へ合流せず、新潟県を経て日本海へと注ぐ荒川に合流している。 

置賜地域の河川は、各河川の源流域に当たり、地域における水環境の保全が流域全体

の自然環境を考えるうえで、重要な役割を果たしている。 

置賜地域の各市町では、森林、水等の自然環境や花、農産物等をまちづくりのキャッ

チフレーズに織り込むなど、多様な自然を保全・育成・活用する共生のまちづくりへの

取組を推進している。 

生活排水については、公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽を整備して適

正処理を図っており、生活排水処理率は60.1％となっている。 
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今後も生活排水処理の重要性について、広報、教育活動等で積極的な啓発を行うとと

もに、公共用水域の水質保全を図るために単独処理浄化槽やし尿汲み取り便槽を使用し

ている家庭に対し、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の普及を推進する。 

また、老朽化している長井クリーンセンターを更新するとともに、処理後に発生する

汚泥のリサイクルを図り循環型社会の構築を図る。 

 
２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 
 

 (1) 生活排水処理の現状 

平成20年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図-1のとおりである。 

生活排水処理対象人口は、64,229人であり、水洗化人口は38,624人、生活排水処理率は

60.1％である。 

し尿発生量は10,324kL/年、浄化槽汚泥発生量は11,047kL/年であり、処理・処分量は合

わせて21,371kL/年である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は100％にならない場合がある。 

図-1 生活排水の処理状況フロー（平成20年度） 
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(2) 生活排水処理の目標 

生活排水処理については、表1に掲げる目標のとおり合併処理浄化槽等の整備等を進め

ていくものとする。 

表1 生活排水処理に関する現状と目標 

区  分 平成20年度実績 平成27年度目標 

公共下水道 23,981人 (37.3％) 24,492人 (41.1％) 

農業集落排水施設等 6,905人 (10.8％) 7,616人 (12.8％) 

合併処理浄化槽等 7,738人 (12.0％) 11,542人 (19.4％) 

未処理人口 25,605人 (39.9％) 15,985人 (26.7％) 

処
理
形
態
別
人
口 合  計 64,229人 (100.0％) 59,635人 (100.0％) 

汲み取りし尿量 10,324 キロリットル 6,624 キロリットル 

浄化槽汚泥量 11,047 キロリットル 12,561 キロリットル 
し
尿
・ 

汚
泥
の
量 合  計 21,371 キロリットル 19,185 キロリットル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は100％にならない場合がある。 

図-2 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（平成27年度） 
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３ 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

日常生活や生産活動における水環境への負荷を低減するため、水環境の回復・保全に

関する教育や広報・啓発活動に努める。 

また、単独処理浄化槽、し尿汲み取り便槽を設置している家庭・事業所に対しては、

排出される汚濁負荷量の削減のため、公共下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水施設

への理解と転換を働きかける。 

 

(2) 処理体制 

ア 生活排水処理の現状と今後 

生活排水の処理については、公共下水道、農業集落排水施設が整備されていない地

区において、合併処理浄化槽の整備を進めていく。（表２－１のとおり） 

し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水施設からの汚泥については、現在、長井クリー

ンセンター（し尿処理施設）において処理し、処理過程で発生した汚泥は民間処分場

に運搬し埋立処分している。 

既存施設は、稼働後約30年が経過し、主要機器は耐用年数となっており、また、浄

化槽汚泥の増加により効果的で安定した処理が困難になっている。 

このため、汚泥再生処理センターに更新し、安定的・効率的な処理を行うものとし、

資源化設備は助燃剤化を予定している。 

 

イ 今後の処理体制の要点 

新たに整備する汚泥再生処理センターにおいて、し尿、浄化槽汚泥等を処理し、資

源化設備の最適手法については、性能指針に基づき選択する。 
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(3) 処理施設の整備 

ア 廃棄物処理施設 

前述した(2)の処理体制で処理を行うため、表-2のとおり必要な施設整備を行う。 

表-2 整備する処理施設 

事業 
番号 

整備施設種類 事 業 名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 
有機性廃棄物リサイク
ル推進施設(汚泥再生処
理センター) 

（仮称）長井クリーン
センター整備事業 65kL/日 

長井市舟場 30
番地1号 
（組合所有地） 

H24～H25 

※現有処理施設の概要を添付（添付資料） 
※組合は３市５町（米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町）で構成されている 

（整備理由） 
事業番号１：し尿処理施設の老朽化、し尿処理汚泥の再生利用促進。 

表-2補足 現有処理施設の概要 

整備施設種類 処理する廃棄物 処理能力 所在地 
竣工 
年月 

備考 

長井クリーンセンター 
（ し 尿 処 理 施 設 ） 

し尿、浄化槽汚泥、
集落排水汚泥 85kL/日 長井市舟場

30番地1号 S55.3 
嫌気性消化
処理方式、
活性汚泥法 

 

イ 合併浄化槽の整備 

合併浄化槽の整備については、表-2-1のとおり行う。 

表-2-1 合併浄化槽への移行計画 

事業 
番号 

市町 事  業 
直近の整備済 
基 数（基） 
(平成２１年度) 

整備計画

基  数 
（基） 

整備計画 
人口 

（人） 
事業期間 

長井市 浄化槽市町村整備推進事業 289 350 2,034 H22～H26 

白鷹町 浄化槽市町村整備推進事業 115 175 840 H22～H26 

浄化槽設置整備事業 1 25 175 H22～H26 
飯豊町 

浄化槽市町村整備推進事業 13 75 495 H22～H26 

小国町 浄化槽設置整備事業 75 82 437 H22～H26 

２ 

合  計 493 720 3,929 ― 

※長井市の事業は、地域再生基盤強化交付金(汚水処理施設整備交付金)である。 

 (4) 施設整備に関する計画支援事業 

(3)の施設整備に先立ち、表－3のとおり計画支援事業を行う。 

表－3 実施する計画支援事業 

事業 
番号 

事 業 名 事業内容 事業期間 

31 （仮称）長井クリーンセンター整備事業 計画支援業務 H22～24 
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(5) その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

ア 再生資源の有効活用 

汚泥再生処理センターで生成した助燃剤(予定)については、当組合の千代田クリーン

センター（熱回収施設）で再生利用する。千代田クリーンセンターでは、今後もごみ処

理に伴い発生する余熱を場内及び外部余熱利用設備への給湯、冷・暖房、発電等に活用

する。 

 

イ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

組合構成市町は、災害廃棄物処理基本計画を策定するなどして、災害時のし尿処理を

円滑に行います。また、災害発生時に備え、県・市町、民間事業者との連携体制を構築

し、緊急時に際しても安定したし尿処理体制を確保します。 

 

ウ 浄化槽の適正管理 

浄化槽の適正管理と機能維持のため、浄化槽使用者に対しては保守点検や清掃の実施、

法定検査の受検の徹底等について普及啓発を行っていきます。 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

本地域は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じ

て、山形県及び国との意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに

計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとす

る。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すもの

する。 
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様式１

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（平成22年度）
１　地域の概要

人

(5)地域の要件

 (6)構成市町村に一部事務組合等が　含まれる場合、当該組合の状況 組合設立年月日

２　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

３　生活排水処理の現状と目標

年度

指標・単位

備    考
（単位）

65ｋL/日

-
 
添
付
資
料
1
 
-

有

(1)地域名

未 処 理 人 口

事 業 主 体

長井クリーンセンター

施 設 種 別

置賜広域行政事務組合 嫌気性消化処理

過去の状況・現状

66,702

平成16年度 平成17年度

更新、廃止予定年月

更新　H26.4

処理能力

85kL/日

開始年月 形式及び処理方式

S55.3 施設老朽化等

15,985

7,738

25,605

処理能力

19.4%12.0%

6,905

10.8% 12.8%

11,542

27,051

7,350

30,919

10.0% 11.3%

29,189

10.6%

23,244

平成19年度

6,923

23,679

65,933 64,974

6,894

10.5%

36.4%

汚水衛生未処理人口 31,870

9.7%
合 併 処 理 浄 化 槽 等

6,577

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生処理人口 6,166

9.2%

6,589

67,594

22,319 22,973

10.0%10.1%

34.4%

6,816

33.0%

6,644

H26.3

35.3%

平成27年度

24,492

41.1%37.3%

64,229

平成18年度

k㎡1,439.58置賜広域行政事務組合 64,229                                             (2)地域内人口 (3)地域面積

現有施設の内容

施設竣工
予定年月

(4)構成市町村等名 長井市、白鷹町、飯豊町、小国町

昭和46年7月13日

人口　　面積　　沖縄　　離島　　奄美　　豪雪　　山村　　半島　　過疎　　その他

形式及び処理方式 更新、廃止、新設理由

更新、廃止、新設の内容

補助の有無 （単位）

7,616

23,981

59,635

目　標

平成20年度

浄化槽汚泥対応型

総人口

汚水衛生処理人口

公 共 下 水 道

集 落 排 水 施 設 等
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

汚水衛生処理人口

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率



様式２

事業 事業主体

番号 名　　称 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

※１ ※２ 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

○有機性廃棄物リサイクル推進施設 1 1,979,500 524,300 1,455,200 1,314,240 135,730 1,178,510

汚泥再生処理センター 1
置賜広域行政事
務組合

65 kL/日 H24 H25 1,979,500 524,300 1,455,200 1,314,240 135,730 1,178,510

○浄化槽に関する事業 2 299,176 58,848 60,082 60,082 60,082 60,082 299,176 58,848 60,082 60,082 60,082 60,082

浄化槽市町村整備推進事業 2 白鷹町 174,910 34,982 34,982 34,982 34,982 34,982 174,910 34,982 34,982 34,982 34,982 34,982

浄化槽設置整備事業 11,025 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 11,025 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205

浄化槽市町村整備推進事業 80,550 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110 80,550 16,110 16,110 16,110 16,110 16,110

浄化槽設置整備事業 2 小国町 32,691 5,551 6,785 6,785 6,785 6,785 32,691 5,551 6,785 6,785 6,785 6,785

○施設整備に関する計画支援事業 30,030 10,580 14,771 4,679 28,597 9,147 14,771 4,679

計画支援業務 31
置賜広域行政事
務組合

H22 H24 30,030 10,580 14,771 4,679 28,597 9,147 14,771 4,679

2,308,706 69,428 74,853 589,061 1,515,282 60,082 1,642,013 67,995 74,853 200,491 1,238,592 60,082

工事監理
費、解体
撤去費含
む

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（平成22年度）

備　考

交付対象事業費（千円）

単位

総事業費（千円）事　　業　　種　　別 規　模
事業期間

添
付
資
料
-
2

開始 終了

交付期間

事　業　名　称

2 飯豊町

合　　計



様式３

平成 平成 平成 平成 平成

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

1 施設整備 組合 H24 H25 ○
関連事業
21、31

白鷹町 H22 H26

H22 H26

H22 H26

小国町 H22 H26

計画支援業務 組合 Ｈ22 Ｈ24 ○
関連事業

1

その他

43
浄化槽の適正
管理

発生抑制、
再使用の
推進に関す
るもの

組合構成市
町

組合

有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処
理センター）の整備

処理体制
の構築、変
更に関する
もの

し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥の適正
処理の継続、再生利用の推進

41

飯豊町

再生資源の有
効活用

生成した助燃剤を焼却施設で有効活用

21 処理体制

2 合併浄化槽整備

浄化槽市町村整備推進事業

浄化槽設置整備事業

浄化槽市町村整備推進事業

浄化槽設置整備事業

H26H22

H22

H26

- 添付資料3 -

組合構成市
町、組合

42
災害時の廃棄
物処理体制の
整備

災害廃棄物処理計画を踏まえた体制整備 H26

H22 H26
組合構成市
町

保守点検や清掃、法定検査の受検の徹底等に
ついて普及啓発

施策種別 施策の名称
実施
主体

事 業 計 画事業
番号

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

関連事業
1

開
始

終
了

施策の概要

事業期間

H22

組合

備　考
交付金
必要の
要否

施設整備に
係る計画支
援に関する

もの

31 1の計画支援

H26広報・啓発11
公共下水道、合併処理浄化槽、集落排水施設
への理解と転換の働きかけ

処理施設
の整備に
関するもの

広報・啓発の推進

汚泥再生処理センター整
備工事

再生資源
の有効活

用

災害時の処理体制の整備

汚泥の適正処理兼再生利用

普及啓発の推進

供用

合併浄化槽整備事業

合併浄化槽整備事業

合併浄化槽整備事業

合併浄化槽整備事業

測量・地質調査、長期包括の可
能性調査、財産処分申請、生活
環境影響調査、発注者支援



(1) 事業主体名

(2) 施設名称

(3) 工期 平成 24 年度 ～ 平成 25 年度

(4) 施設規模 65 ｋｌ／日

(5) 形式及び処理方式

(6) 地域計画内の役割

(7)
廃焼却施設解体
工事の有無

(8) 資源化の方法

(9) 資源化物の利用計画

(10) 人口 人

面積 ｍ２

(11) 計画地域の性格

(12) 事業計画額

有　　無

「汚泥再生処理センター」を整備する場合

添付資料-4

1,979,500千円

計画処理人口及び
面積

助燃剤化の場合は、千代田クリーンセンター（熱回収施設）の熱源として再
生利用

「コミュニティ・プラント」を整備する場合

助燃剤化を予定（最適手法を性能指針に基づき選定する）

更新施設を汚泥再生処理センターとし、資源の有効利用を図る

浄化槽汚泥対応型

【参考資料様式４】

施 設 概 要　（有機性廃棄物リサイクル推進施設）

都道府県名　山形県　　　　　　　　　　　

置賜広域行政事務組合

（仮称）長井クリーンセンター

処理能力
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【参考資料様式５】 
施設概要（浄化槽系） 

 
都道府県名 山 形 県  

  
 (1) 事業主体名  白鷹町 

 (2) 事業名称 浄化槽市町村整備推進事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容   河川水路等公共用水域の水質浄化、水道水源の水質保全を図るとともに生活環境、公衆衛生

の向上を目的に、補助対象地域内の浄化槽設置者に対し、限度内の助成を行う。 

 (4）事業期間   平成２２年度～平成２６年度 

 (5) 事業対象地域の要件  公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業整備区域以外の町全域 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費  １７４，９１０千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費           千円
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費             千円 

 
 
 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  基（       人分） 基  

 6～ 7人槽  基（       人分） 基  

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～20人槽  基（       人分） 基  

 21～30人槽  基（       人分） 基  

 31～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 改 築  基  

 計画策定調査費  

 合 計  基（       人分）
 改築を除く 

基  
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 【浄化槽市町村整備推進事業の場合】 
  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  100基（    320人分） 基 88,200 88,200 88,200

 6～ 7人槽  65基（    350人分） 基 71,760 71,760 71,760

 8～10人槽  10基（    100人分） 基 14,950 14,950 14,950

 11～15人槽  基（       人分） 基  

 16～20人槽  基（       人分） 基  

 21～25人槽  基（       人分） 基  

 26～30人槽  基（       人分） 基  

 31～40人槽  基（       人分） 基  

 41～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 事務費等  必要に応じて区分名を修正して記載     

 合 計  175基（    770人分） 基 174,910 174,910 174,910
 
 
 
 
 
○  事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 
    （複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること） 
  市町村総人口              市町村世帯数          
  対象地域人口              対象地域世帯数          

  総建設費  １年当たり
 建設費 

 １年当たり
 維持管理費

 １年当たり 
 コスト 

 集合処理で整備した場合     

 個別処理で処理した場合     

 

 
   施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
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【参考資料様式５】 
施設概要（浄化槽系） 

 
都道府県名  山 形 県 

  
 (1) 事業主体名  飯豊町 

 (2) 事業名称  
浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容  河川等公共用水路の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図るため浄化槽の設置費用に対し補助金を交付する。 

 (4）事業期間 平成２２年度～平成２６年度 

 (5) 事業対象地域の要件 今後農業集落排水事業で整備する計画であるが、当面の間供用を開始する
ことが見込まれない飯豊町手ノ子地域。 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費  １１，０２５ 千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費           千円
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費             千円 

 
 
 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  基（       人分） 基  

 6～ 7人槽 ２５ 基（ １７５人分） 基 １１，０２５ １１，０２５ １１，０２５

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～20人槽  基（       人分） 基  

 21～30人槽  基（       人分） 基  

 31～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 改 築  基  

 計画策定調査費  

 合 計 ２５ 基（ １７５人分）
 改築を除く 

基
１１，０２５ １１，０２５ １１，０２５
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 【浄化槽市町村整備推進事業の場合】 
  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  基（       人分） 基  

 6～ 7人槽  基（       人分） 基  

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～15人槽  基（       人分） 基  

 16～20人槽  基（       人分） 基  

 21～25人槽  基（       人分） 基  

 26～30人槽  基（       人分） 基  

 31～40人槽  基（       人分） 基  

 41～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 事務費等  必要に応じて区分名を修正して記載     

 合 計  基（       人分） 基  
 
 
 
 
 
○  事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 
    （複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること） 
  市町村総人口              市町村世帯数          
  対象地域人口              対象地域世帯数          

  総建設費  １年当たり
 建設費 

 １年当たり
 維持管理費

 １年当たり 
 コスト 

 集合処理で整備した場合     

 個別処理で処理した場合     

 

 
   施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
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【参考資料様式５】 
施設概要（浄化槽系） 

 
都道府県名  山 形 県 

  
 (1) 事業主体名  飯豊町 

 (2) 事業名称  
浄化槽市町村整備推進事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環
境の保全を面的整備により早期に実現することを目的とする。 

 (4）事業期間 平成２２年度～平成２６年度 

 (5) 事業対象地域の要件 水質汚濁防止法第14条の７第1項に規定する生活排水対策重点地域  
農業振興地域の整備計画に関する法律第6条1項の規定に基づき指定した
農業地域内の農業集落排水施設の処理区域周辺域 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費  ８０，５５０ 千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費           千円
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費             千円 

 
 
 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  基（       人分） 基  

 6～ 7人槽  基（       人分） 基  

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～20人槽  基（       人分） 基  

 21～30人槽  基（       人分） 基  

 31～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 改 築  基  

 計画策定調査費  

 合 計 基（       人分）
 改築を除く 

基
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 【浄化槽市町村整備推進事業の場合】 
  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽 １５ 基（   ７５人分） 基 １３，２３０ １３，２３０ １３，２３０

 6～ 7人槽 ６０ 基（ ４２０人分） 基 ６７，３２０ ６７，３２０ ６７，３２０

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～15人槽  基（       人分） 基  

 16～20人槽  基（       人分） 基  

 21～25人槽  基（       人分） 基  

 26～30人槽  基（       人分） 基  

 31～40人槽  基（       人分） 基  

 41～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 事務費等  必要に応じて区分名を修正して記載     

 合 計 ７５ 基（ ４９５人分） 基 ８０，５５０ ８０，５５０ ８０，５５０
 
 
 
 
 
○  事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 
    （複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること） 
  市町村総人口              市町村世帯数          
  対象地域人口              対象地域世帯数          

  総建設費  １年当たり
 建設費 

 １年当たり
 維持管理費

 １年当たり 
 コスト 

 集合処理で整備した場合     

 個別処理で処理した場合     

 

 
   施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
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【参考資料様式５】 
施設概要（浄化槽系） 

 
都道府県名  山 形 県 

  
 (1) 事業主体名 小国町 

 (2) 事業名称  浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容 河川等の公共水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境及び自
然環境の保全を図ることを目的とする。 

 (4）事業期間     ２２年度～  ２６年度 

 (5) 事業対象地域の要件  
小国町公共下水道事業全体整備計画区域を除く町全域。 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費  ３２，６９１ 千円 
  
 

 
 
 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽 39 基（   195 人分） 5 基 352,000 14,128,000 13,728,000 

 6～ 7人槽 43 基（   301 人分） 10 基 441,000 19,763,000 18,963,000 

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～20人槽  基（       人分） 基  

 21～30人槽  基（       人分） 基  

 31～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 改 築  基  

 計画策定調査費  

 合 計   82 基（   437 人分）
 改築を除く 

  15 基 33,891,000 32,691,000 
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 【浄化槽市町村整備推進事業の場合】 
  

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  基（       人分） 基  

 6～ 7人槽  基（       人分） 基  

 8～10人槽  基（       人分） 基  

 11～15人槽  基（       人分） 基  

 16～20人槽  基（       人分） 基  

 21～25人槽  基（       人分） 基  

 26～30人槽  基（       人分） 基  

 31～40人槽  基（       人分） 基  

 41～50人槽  基（       人分） 基  

 51人槽以上  基（       人分） 基  

 事務費等  必要に応じて区分名を修正して記載     

 合 計  基（       人分） 基  
 
 
 
 
 
○  事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 
    （複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること） 
  市町村総人口              市町村世帯数          
  対象地域人口              対象地域世帯数          

  総建設費  １年当たり
 建設費 

 １年当たり
 維持管理費

 １年当たり 
 コスト 

 集合処理で整備した場合     

 個別処理で処理した場合     

 

 
   施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
 
 



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

13

【参考資料様式６】

計画支援業務

平成22～24年度

添付資料-13

事業期間

事業計画額

事業概要

計 画 支 援 概 要

都道府県名　　　山形県　　　　　　　　

置賜広域行政事務組合

測量・地質調査
長期包括の可能性調査
財産処分申請
生活環境影響調査
発注者支援

30,030千円

事業主体名

事業名称

事業目的 有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処理センター）整備のため
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計画地域（長井市、白鷹町、飯豊町、小国町の１市３町）及び置賜広域

行政事務組合の施設の現況（配置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建設予定地は長井クリーンセンター（既存し尿処理施設）の敷地内である。 

 

図-1 計画策定区域及び施設配置図 

 

 

 

 

 

 

小国町

長井市

飯豊町

白鷹町

南陽市

米沢市

川西町 高畠町

長井クリーンセンター（し尿処
理施設、粗大ごみ処理施設）
汚泥再生処理センター建設予
定地

南陽クリーンセン
ター（し尿処理施設）

千代田クリーンセンター（熱回
収施設、リサイクルプラザ）

浅川最終処分場
新最終処分場建設中

米沢クリーンセンター
（し尿処理施設）

組合事務局



添付資料-15 

現有処理施設の概要 

※全て組合所有の施設である 

 

 

現状と目標のトレンドグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 人口の推移 

施設名 処理する廃棄物 処理能力 所在地 
竣工 

年月 
備考 

米沢クリーンセンター し尿、浄化槽汚泥 140KL/日 
米沢市春日
四丁目 1番
20号 

S60.4 
標準脱窒素
処理方式 

南陽クリーンセンター し尿、浄化槽汚泥 85KL/日 
南陽市露橋
620番地 

H3.4 
高負荷脱窒
素処理方式 

長井クリーンセンター し尿、浄化槽汚泥 85KL/日 
長井市舟場
30番1号 

S55.3 
嫌気性消化
処理方式 

千代田クリーンセンター 
熱 回 収 施 設 

可燃ごみ 255t/日 H11.4 
全連続燃焼
式 

ペットボトル 2.2t/日 

プラスチック 11.3t/日 千代田クリーンセンター 
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 

不燃ごみ 21t/日 

高畠町大字
夏茂2933番
地 H14.4 

圧縮梱包、
コンテナ積
替方式 

長井クリーンセンター 
粗 大 ご み 処 理 施 設 

粗大ごみ 30t/日 
長井市舟場
30番1号 

H6.3 
横型衝撃せ
ん断回転処
理方式 

千代田クリーンセンター 
浅 川 最 終 処 分 場 

残渣 234,100m3

米沢市大字
浅川1908番
地 

－ 
サンドイッ
チ方式 

年度

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

（単位：人）

長井市 31,407 31,029 30,791 30,456 30,090 29,979 29,722 29,465 29,208 28,951 28,694 28,437

白鷹町 17,027 16,839 16,632 16,408 16,215 16,091 15,912 15,734 15,555 15,376 15,197 15,018

飯豊町 9,074 8,933 8,784 8,671 8,520 8,461 8,348 8,236 8,123 8,011 7,898 7,786

小国町 10,086 9,901 9,726 9,439 9,404 9,271 9,125 8,979 8,833 8,687 8,541 8,394

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

67,594 66,702
65,933 

64,974 
64,229 63,802 63,107 62,414

61,719 61,025 
60,330 

59,635
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年度

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

（単位：人）

下水道人口 22,319 22,973 23,244 23,679 23,981 24,239 24,384 24,397 24,456 24,508 24,501 24,492

集落排水施設人口 6,816 6,644 6,923 6,894 6,905 7,013 7,104 7,194 7,304 7,413 7,517 7,616

合併処理浄化槽人口 6,589 6,166 6,577 7,350 7,738 8,261 8,805 9,352 9,899 10,444 10,991 11,542

未処理人口ｍ 31,870 30,919 29,189 27,051 25,605 24,289 22,814 21,471 20,060 18,660 17,321 15,985

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

図-3 処理形態別人口の推移 

年度

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（単位：kL/年）

浄化槽汚泥量 9,624 10,278 10,530 10,527 11,047 10,857 10,973 11,859 12,032 12,204 12,383 12,561

し尿量 13,933 13,090 12,590 11,208 10,324 10,087 9,465 8,905 8,317 7,732 7,177 6,624

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

図-4 し尿等処理量の推移 

23,557 23,368 23,120 
21,735 21,371 20,944 20,438 20,764 20,349 19,936 19,560 19,185 




